
 

2019 年 12 月 12 日 
 

株式会社 山陰合同銀行 
 

ごうぎんスーパーマイポイントサービスの廃止および新サービスのご案内 

 

  平素は、山陰合同銀行をご利用いただきありがとうございます。 

  さて、弊行はお客さまのニーズへの対応とサービス向上を目指し、2020 年 1 月に、新システムへの移行を  

予定しております。これに伴い、「ごうぎんスーパーマイポイントサービス」を廃止し、各お取引に応じた優遇  

サービスを新たに開始いたします。 

 お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．変更内容（新サービスの内容） 

（１）ステージ制を廃止します。 

   変更前はお取引状況に応じて４つのステージをご用意しておりましたが、変更後はステージ制を廃止し、 
   お取引状況に応じて優遇サービスを受けることができます。 
   なお、変更後も対象のお取引および優遇サービスに変更はございません。     

ステージ 
ステージ条件 優遇サービス 

下記のいずれかのお取引 
･当行 ATM 時間外手数料
･ﾛｰｿﾝ・ｲｰﾈｯﾄ ATM 利用手数料 

ギフトカタログプレゼント
(年 1 回抽選) 

４ 
お預り資産 2,000 万円以上

全額キャッシュバック 

20,000 円相当
年間 1,500 名様 

お預り資産 1,000 万円以上
10,000 円相当

年間 2,000 名様 

３ 
お預り資産 300 万円以上 

5,000 円相当 
年間 500 名様 ごうぎん Duo カードゴールド

住宅ローン 

２ 

ごうぎん Duo カード(一般)(※1)

キャッシュバック（月３回まで） 
2,000 円相当 
年間 500 名様 

年金 

積立投信 

その他ローン 

１ 
給振 

キャッシュバック（月１回まで） － 
インターネットバンキング 

(※1)ごうぎん Duo カード(一般)について、当行 ATM 時間外手数料は全額キャッシュバックとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁につづきます） 

ステージ制が廃止となります。 



 

（２）＜Duo カードをご契約のお客様＞カードポイントプラスの内容を変更いたします。 

【変更前】 

対象となるお取引 換算基準 ポイント数 

定期預金 預入 1 万円ごと 1 ポイント  

株式投資信託 購入 1 万円ごと 1 ポイント  
公共債 購入 10 万円ごと 1 ポイント  

外貨定期預金 1,000 通貨ごと 10 ポイント  
住宅ローンのご契約 ご契約時 500 ポイント  

その他ローンのご契約 ご契約時 50 ポイント  

【変更後】 

   Ａ．定期預金の換算基準を変更いたします。 

   Ｂ．対象となるお取引に金融商品仲介商品を追加します。 

対象となるお取引 換算基準 ポイント数 

定期預金 預入 10 万円ごと 1 ポイント  

株式投資信託 購入 1 万円ごと 1 ポイント  

金融商品仲介商品 購入 1 万円ごと 1 ポイント  

公共債 購入 10 万円ごと 1 ポイント  

外貨定期預金 1,000 通貨ごと 10 ポイント  

住宅ローンのご契約 ご契約時 500 ポイント  

その他ローンのご契約 ご契約時 50 ポイント  

（３）お申込書の提出を不要とします。 

【変更前】 

    優遇サービスを受けるためには、「ごうぎんスーパーマイポイントサービス申込書」のご提出が必要です。 

【変更後】 

優遇サービスを受けるためのお申込書の提出は不要です。 
 
２．新サービスの取扱開始日 

    2020 年 1 月 5 日（日）                                                               以 上 

＜ご注意いただきたいこと＞ 
■優遇サービス開始について 

  対象取引を開始いただいた月の、翌々月の 1 日よりそれぞれの優遇サービスを受けることができます。 

■対象お取引の項目 

お取引項目 内容 

住宅ローン(※1) 住宅ローンのご契約があること 

その他ローン ローンのご契約があること(住宅ローン、カードローン、事業性ローンは除きます) 

積立投信 積立投信のご契約があること 

給振(※2) お勤め先から｢給与振込｣として発信された振込入金を受け取られていること(月 5 万円以上) 

年金(※2) 公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)の振込入金を受け取られていること 

インターネットバンキング インターネットバンキングのご契約があること 

■カードポイントプラスの対象となる取引 

定期預金(※3) 前月末との残高を比較し増額部分にあたる額 

株式投資信託 月間の株式投資信託の購入合計額 

金融商品仲介商品 月間の金融商品仲介商品の購入合計額 

公共債 月間の当行窓口で購入した公共債の購入合計額(本券購入は除きます) 

外貨定期預金 月間の外貨定期預金の購入合計額 

住宅ローン(※1) 住宅ローンご契約 

その他ローン ローンご契約(住宅ローン、カードローン、事業性ローンは除きます) 

 (※1) リフォームローン 1000、住宅諸費用ローン、つなぎ資金、住宅金融支援機構(フラット 35 を含みます)は対象となりません。 

(※2) 振込入金時、当行のシステムにて、「給与振込」および「年金」として判定したもののみが対象となります。 

(※3) 財形預金･プラン積立･定期積金･積立定期は含みません。 


